
※ 利用時間等はお住いの市町村により異なる場合があります。詳しくはお住いの市町村にお問い合

わせください。 

※ このリーフレットは、「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」の要約、抜粋になります。制度に

ついての詳細は手引をご確認ください。 

→こども誰でも通園制度について｜こども家庭庁 

 

  

こども誰でも通園制度とは？ 

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、 

全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない

形での支援を強化するため創設された新たな通園制度です。 

対象者

・保育所等に通っていない 

０歳６ヶ月～満３歳未満が対象 

利用方法

・月 10時間の枠内で 

時間単位で柔軟に利用可能 

事業者向けリーフレット 

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen
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.  

こども誰でも通園制度を利用すると…… 

こどもにとって 

・家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会

が得られます 

・こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる場での経

験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができます 

・年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達

に資する豊かな経験をもたらします 

保護者にとって

・地域の様々な社会的資源につながる契機となり、これにより様々な情報や人と

のつながりが広がり、保護者が子育てにおいてこうした社会的資源を活用しやす

くなります 

・専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感、不安

感の解消につながったりするとともに、月に一定時間でも、こどもと離れ自分のため

の時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながります 

事業者にとって 

・これまでの保育とは異なる難しさがある一方で、これまで接する機会の少なかった

こどもや家庭と関わることで、保育者として有する専門性を地域のこどもの育ち

のためにより広く発揮できます 

・利用児童の減少等により定員を満たすことが難しくなりつつある保育所等にお

いて、キャリアを重ね、高い専門性を有する保育者などの人材を手放すことなく、

事業を継続したり、発展させたりしていく可能性が広がります 

詳細は手引 p.４をご覧ください。 
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（参照条文） 

【認可について】 

〇児童福祉法（昭和２２年法律第 164 号） 抄 

〔家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業〕 

第三十四条の十五 （略） 

② 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、市町村長の認可

を得て、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行うことができる。 

③ 市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に関する前項の認可の申請

があつたときは、次条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次

に掲げる基準（当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつ

ては、第四号に掲げる基準に限る。）によつて、その申請を審査しなければならない。 

一から五 （略） 

④ 市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を

設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては児童の保護者その他

児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

⑤から⑦ （略） 

 

〔設備及び運営の基準〕 

第三十四条の十六 市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運

営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童

の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなけれ

ばならない。 

② 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定

める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌す

るものとする。 

一 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業に従事する者及びその員数 

二 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の運営に関する事項であつて、児童の

適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関連

するものとして内閣府令で定めるもの 

③ 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなけれ

ばならない。 

 

 



【確認について】 

〇子ども・子育て法（平成 24 年法律第 65 号） 抄 

（特定乳児等通園支援事業者の確認） 

第五十四条の二 乳児等通園支援を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う

者である旨の市町村長の確認を受けることができる。 

２ 前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳

児等通園支援事業所（乳児等通園支援を行う事業所をいう。第五十五条第二項第一号及

び第二号並びに第五十六条第一項において同じ。）ごとに、支給対象小学校就学前子ども

に係る乳児等通園支援の利用定員を定めて、市町村長が行う。 

３ 市町村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他

の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子ど

もの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

 




